
ステップ１ ステップ２ ステップ４

軽　油 製造承認
  消費又は譲渡
　すると課税

自動車用燃料と
して消費

消費承認 課　　税

自動車用燃料と
して譲渡

譲渡承認 課　　税

自動車用燃料以
外に消費・譲渡

不　要

軽　油
製造承認

（承認しない）
　消費又は譲渡
　すると課税

灯油と混ぜる 自動車用燃料と
して消費・譲渡

消費・譲渡承認
（承認しない）

課　　税

自動車用燃料以
外に消費・譲渡

不　要

混ぜない 不　要

バイオディーゼル燃料と軽油引取税における製造等の承認について

軽油以外

軽油以外

軽油と混ぜる

ステップ３

バイオディー
ゼル燃料と何
かを混ぜる？

軽油とバイオ
ディーゼル燃
料の混合油の
性状はなに？

その混合油の
用途はなに？

どの承認が
必要になる？

※　製造等の承認は、「地方税法第144条の32」の規定に基づくものです

税金は
かかる？


